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日和田中学校いじめ防止基本方針・対応マニュアル
１ いじめに関する基本的な考え方

（１）いじめの定義
「当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことによ

り、精神的・肉体的な苦痛を感じているもの」（文部科学省）
※ 本人がいじめられたと感じていれば、たとえ軽微なものでもの・短期的なもので

あっても、「いじめがあった」という認識のもとに、迅速かつ誠実に対応する。

（２）いじめに関する考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の健全な成長に重大な影響を及ぼし、場合によっては

生命に危険を生じさせる恐れのある、人として決して許されない行為である。したがっ
て、学校全体でいじめを許さない生徒の育成、いじめを生まない土壌づくりに取組み、
いじめが疑われた場合は「学校は生徒を育てる場であり、失敗するなかで生徒は学び、
育つ」という考えのもと、チーム力を生かし役割分担を明らかにし、適切かつ迅速に対
処し、問題解決力とたくましい心の育成を図り、再発防止に努める。

２ いじめ防止のための組織

（１）名 称 「いじめ防止対策委員会」
（２）構成員 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、

学年生徒指導担当、保健主事、教育相談担当、養護教諭、
スクールカウンセラー

（３）役 割 ○いじめ防止基本方針の策定 ○いじめの未然防止
○いじめの対応 ○教職員の資質向上のための校内研修
○年間計画の企画と実施 ○年間計画進捗のチェック
○取組み状況の把握と検証（ＰＤＣＡ）
○いじめ基本方針の見直し

３ 年間計画

月 生 徒 学校全体
４ 相談窓口の周知徹底 第１回いじめ対策委員会（年間計画の確認、

生徒状況の把握 問題行動調査結果の共有）
５ 第１回生活アンケートの実施 第１回生徒指導全体会（気になる生徒の情報

二者面談（５月～６月） 共有）
６ 第２回いじめ対策委員会（アンケートの分析

・対応）
７ 「いじめ早期発見のためのチェック

リスト」による点検
８ 第２回生徒指導全体会（夏休み後の生徒の状

況把握と情報交換）
９ 第２回生活アンケートの実施

二者面談（９月～１０月）
１０

１１ 三者面談（家庭での様子把握） 学校評価アンケートの実施

１２ 教育講演会（情報モラルについて）

１ 第３回生活アンケートの実施 第３回いじめ対策委員会（アンケートの分析
・対応）

二者面談（１月～２月）
2・3 第４回いじめ対策委員会（１年間の取組みの

検証と次年度年間計画の策定）
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４ いじめの未然防止のために ～いじめを生まない土壌づくり～

① 学級経営の充実
・生徒に対する教師の受容的、共感的態度により生徒一人一人のよさが発揮され、障がい

国籍・疾病等による差別心をもたず、互いを認め合い、支え合い、学び会う学級を作る。
・年度始めに学級のルールや規範を定め、生徒が守れるように年間を通じて継続的に指導

を行う。また、改善に向けて、粘り強く毅然とした指導を徹底する。
・「生活アンケート」や「いじめ発見のためのチェックリスト」等、生徒の欠席・遅刻・

早退の回数、普段と異な る表情や体調不良等から実態を把握し、変化の兆候を素早く
つかむとともに早期対応につなげる。

・学級担任として、自らの学級経営の在り方や人間関係の実態を定期的に見つめ直し、見
通しをもって進める。

② 道徳教育の充実
・生徒が人の痛みを思いやることができるよう、人権教育の基盤である生命の精神や人権

感覚を育むとともに、人権教育の高揚を図る。
・いじめ防止に深く関わりのある題材を取り上げることを指導計画に位置づけ、いじめを

許さない心情を深める授業を工夫する。
・人としての「気高さ」や「心づかい」「優しさ」等にふれ、自分自身の生活や行動を省

み、いじめの抑止につながるよう、心根が揺さぶられる教材や資料を工夫する。

③ 学級活動の充実
・話し合い活動を通して、いじめにつながるような学級の諸問題の解決を図る。
・学級内のコミュニケーションを活性化するために、構成的グループ・エンカウンターや

ピア・サポート等を活用し、社会性を育てる。
・年度当初にアサーション・トレーニングやソーシャル・スキルトレーニング等を活用し

人間関係のトラブルや、いじめの問題に直面した時の対処の仕方を身につけさせる。

④ 情報モラル教育の充実
・パソコン、携帯電話を使って、意図的または無自覚にいじめを行ったり受けたりするケ

ースが増えている。情報教育授業のほか、道徳、学級活動などの中で関連性を持たせな
がら情報モラル教育に取り組む。

⑤ 生活サポート体制の充実
・学年主任を中心に学年体制で生徒の心と生活を守り、学年生徒指導担当やスクールカウ

ンセラーとの連携を図る。
・生徒指導委員会を週時程に位置づけ、いじめについての情報の共有化を図る。

⑥ 学校行事・生徒会活動の工夫
・生徒が主体的に取り組むことを通じて、達成感や自己有用感、感動、人間関係の深化が

得られるような企画や工夫を行う。
・生徒が自分たちの問題としてとらえ、自らいじめ問題の予防と解決に取り組めるよう、

生徒会活動を支援する。

⑦ 発達障害のある生徒への配慮
・アスペルガー症候群、ＡＤＨＤなどの発達障害のある生徒に対するからかい等から、い

じめへの発展を防止するため、スクールカウンセラーや専門職を交えて、教職員間で障
害特性の理解や具体的な関わりの共通認識をもとに、周りの生徒への指導や本人への配
慮等の対応方法を工夫する。
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５ いじめの早期発見のために ～アンテナは高く目線は低く～

① 日々の観察
・休み時間や昼休み等、「生徒がいるところには、教職員がいる」ことを目指し、生徒と

共に過ごす機会を積極的に設ける。
・「いじめ早期発見のためのチェックリスト」（別紙）を活用する。
・教室には、ＳＣの電話番号や県の「ダイヤルＳＯＳ」の電話番号を掲示し、日常的に相

談の窓口があることを知らせる。

② 観察の視点
・担任・部活動顧問を中心に教職員は、学級内・部活動内にどのようなグループがあり、

そのグループ内の人間関係がどうであるかを把握する。
・気になる言動が見られた場合、グループ内に対して適切な指導を行い、関係修復にあた

る。

③ 生活ノートの活用
・「生活ノート」を活用し、担任と生徒・保護者が日頃から密に連絡をとることで、信頼

関係を築く。
・気になる内容に関しては、チームで情報を共有するとともに教育相談や家庭訪問等を実

施し、迅速に対応する。

④ 教育相談の充実
・日常の生活の中で教職員の声かけ等、生徒が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。
・教育相談週間を設けて、全校生を対象とした教育相談を実施する。

⑤ 学校生活アンケートの実施
・計画にしたがい学期 1 回実施する。また、実態に応じて随時実施する。
・いじめられている生徒にとっては、その場で記入することが難しい状況も考えられるの

で、実施方法については実情に応じて配慮する。

６ 重大事案への対応

生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席を余儀なくされて
いる疑いがある場合は、次の対処を行う。

① 重大事案が発生した旨を郡山市教育委員会に速やかに報告するとともに、臨時で「緊急い
じめ対策委員会」を開く。また、必要に応じて専門機関や警察等、関係機関への通報を行
い支援を要請する。

② 被害生徒について、いじめの解決が困難な場合、または解決しても登校が困難など、学校
生活に著しい困難を支障をきたす場合は、被害生徒の今後について市教育委員会と協議す
る。

③ 加害生徒について、改善が望めず、被害生徒の学校生活に著しい支障をきたす場合は、加
害生徒の今後について市教育委員会と協議する。
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７ 早期対応の基本的な流れ ～学校は生徒を育てる場であり、失敗する中で生徒は学び、育つ～

いじめ発生 いじめ発見

生徒・教職員 担任 学年主任 保護者・地域住民

生徒指導主事

教育委員会 校長 教頭 警察等関係機関

職 いじめ防止対策委員会 緊急いじめ対策委員会
員
会 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、学年生徒指導担当
議 保健主事、教育相談担当、養護教諭、スクールカウンセラー

加害者への対応 被害者への対応 傍観者・全体への対応 保護者の対応 地域・マスコミ
への対応

学級担任 学級担任 学級担任 学級担任
生徒指導 学年生徒指導担当 学年主任 学年主任 校長
養護教諭 保健主事 生徒指導主事 生徒指導主事 教頭

ＳＣ 等 教育相談担当 部活動顧問等 部活動顧問等
養護教諭 ＳＣ等

いじめの対応 事後対応

いじめられた 保護者との いじめられた 保護者との
生徒 連携 生徒 連携

・事実関係の ・事実関係の ・心のケア、 ・指導方針・
確認 迅速な報告 安全の確保 現状の報告

・心のケア ・信頼関係の ・継続的な ・信頼関係の
構築 支援 構築

情報の共有 情報の共有

指導方針の 見守り体制
共通理解 の

確認

いじめた生徒 周囲の生徒 いじめた生徒 周囲の生徒

・事実関係の確認 ・事実関係の ・継続的な指導 ・事実関係の
・継続的な指導 確認 ・規範意識の育成 確認

※ 今後の指導方針や学校が現在取り組んでいることについて情報がもらえない（連絡がない）と
いう声が保護者から寄せられることが多い。事後指導や現在の学校生活の様子を保護者へ伝える
ことが大事である。
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【重大事態発生時の調査対応図】

重大事態の発生

教育委員会へ重大事態の発生を報告

教育委員会が調査の主体を判断

学校が調査主体となった場合

学校に重大事態の調査組織を設置

○「緊急いじめ対策委員会」を設置する。

※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と
直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、
当該調査の公平性・中立性を確保するようにする。

事実関係を明確にするための調査を実施

○因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。

※事実としっかり向き合う姿勢を大切にする。

いじめを受けた生徒及びその保護者へ適切な情報提供

○関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。

※調査に当たって実施するアンケートは、調査に先立ちその旨を調査対象の在校生
や保護者に説明をする。

調査結果を教育委員会に報告する。

※希望があれば、いじめを受けた生徒または保護者の所見をまとめた文書も調査
結果に添付する。

調査結果を踏まえた必要な措置

○調査結果を踏まえ、再発防止に向けた取組みを検討し、実施する。

○加害・被害双方の生徒・保護者へのケア・見守りを継続する。

○再発防止に向けた取組みを行う。


